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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

分担研究報告書 

 

強度行動障害の利用者の処遇状況と支援者の意識に関する全国調査を通して 
「ゆたかな地域生活」に向けた指針策定のための研究 

 

研究代表者 野澤和弘 植草学園大学発達教育学部 副学長 教授 

 

研究要旨 

 強度行動障害に対して，就労やアートなどの創造的活動・地域社会に関わる活動を通して

ゆたかな地域生活の実現を図るための理論の構築を目指す。強度行動障害があると近隣と

のトラブルや迷惑を避けて、家庭や施設などの建物内で処遇されることが多い。一方、行動

障害があっても地域社会で活動することを通して、地域での役割や居場所を持ち、自己肯定

感を高め、それが行動障害の軽減をもたらしているケースもある。強度行動障害の利用者を

支援している全国の施設・事業所へのアンケート調査を行い、支援の実情や支援者の意識を

分析、ゆたかな地域生活を実現するために何が必要なのかを考察した。 

 

 

A． 研究目的 

障害者福祉サービスは飛躍的に拡充し，権利擁護

の制度も整ってきたが，強度行動障害の人は事業所

から敬遠されることが多く，利用者が集中し職員が

疲弊している事業所がある。虐待被害者の約３割を

強度行動障害の人が占めている。 

令和３年度障害者総合福祉推進事業「強度行動障

害児者の実態把握等に関する調査研究」では，福祉

サービスを利用する障害者の15％に強度行動障害

があり，福祉サービスに繋がっても必要なニーズが

満たされていない人が一定数いることがわかった。

支援者の負担が重く，事業所の専門性の不十分さ等

があることが示された。 

強度行動障害の支援者養成研修が毎年開かれて

おり，数多くの福祉従事者が受講しているが，現場

での応用が難しくあまり成果が上がっていないと

いう見解もある。専門的な知識やスキルを持ったス

タッフがおり，人員的な余裕のある法人でなければ

強度行動障害の人の支援体制を整えることができ

ない現状も指摘される。 

このため，当研究は，専門性の高い支援だけでな

く，地域共生やアート活動等を通して改善を図る

「地域共生モデル」の理論と支援方法を構築し，強

度行動障害のある人のゆたかな地域生活の実現を

目指している。強度行動障害を引き起こさない予防

的な支援や環境を作るには何が必要なのか、完全に

改善できないとしても行動障害が緩和し、それなり

にゆたかさのある地域での生活が実現するために

はどうすればいいのか。この研究の目的は急性期の

支援ではなく、予防や慢性期の支援のあり方につい

て明らかにするところにある。支援者や施設側の行

動障害に関する意識や価値観を変え、支援の在り方

や環境を整えることで予防や慢性期の支援が実効

性のあるものになる。その理念や方法論について構

築することを研究の目的としている。 

 

B．研究方法 

 １年目は強度行動障害の改善が図られている19

事業所の運営責任者・支援の担当者にヒアリングを

行い、計31事例について情報を収集、行動障害の予

防や緩和など慢性期支援として効果のある構成要

素を分析した。 

 ２年目は強度行動障害の人を支援している障害

者支援施設・事業所にアンケート調査を行い、強度

行動障害の支援の実情、法人や現場スタッフの強度

行動障害や地域共生に関する価値観などを調べる



ことにした。 

 

 アンケートの質問内容に関しては、令和３年度障

害者総合福祉推進事業「強度行動障害児者の実態把

握等に関する調査研究」を行ったPwCコンサルティ

ング所属の吉野智をはじめ，樋口幸雄（日本知的障

害者福祉協会副会長）、松上利男（全日本自閉症支

援者協会会長）、片桐公彦（社会福祉法人 みんな

で生きる副理事長）から助言を得た。調査項目や統

計については行廣隆次（京都先端科学大教授）の協

力で行った。 さらに、本研究班の研究分担者であ

る内山登紀夫（児童精神科医）、八木淳子（同）、

1年目にヒアリングを行った全国の施設・支援事業

所の担当者らが参加して対面やオンラインで計6回

（8月24日、28日、9月５日、6日、11日、12日）の

検討会議を開催し、各施設・事業所への説明や質問

内容などアンケートの設計を行った。 

 アンケートの実務はPwCコンサルティング合同会

社に委託した。調査は令和６年11月16日から12月27

日まで、Microsoft社のMSフォームにより実施した。

事前に把握した各事業所のメールアドレスに調査

URLを送付し、URLにアクセスして回答しもらう方法

で、現場でリーダー的な立場として、強度行動障害

者を支援している方に回答を依頼した。 

 結果として、計2164件の有効回答を得た。これら

を研究分担者や協力者と詳細に分析し、３年目は，

経験が乏しい事業所も含め多くの現場が対応でき

るガイドラインを策定する。 

 

（倫理面への配慮） 

 研究代表者，研究分担者はいずれも研究倫理教育

を受講しており，当研究については植草学園大学倫

理審査委員会及び研究分担者の所属機関の倫理審

査委員会で研究内容に関して承認されている。ヒア

リング調査の相手に対しては詳しく説明した上で

問い合わせ先を明示した説明書，いつでも研究への

協力を撤回でできる旨の書類（撤回書）もあわせて

手渡している。 

 

C．研究結果 

「地域共生モデル」は強度行動障害の人がどのよう

な支援を受けているか、当研究班が構築を目指す

「地域共生モデル」を実現し、行動障害があっても

「ゆたかな地域生活」を実現するためには何が必要

かを明らかにするためアンケート調査を実施した。 

 アンケート調査で明らかにしたいことは以下で

ある。 

・強度行動障害の人がどんなサービスを受け、どん

な日常を送っているのか 

・福祉職員が強度行動障害にどのようなイメージ

（感情）を抱いているか、行動障害の原因は何だと

考えているか 

・どのような支援が必要と考えられているか、実際

にどんな支援が行われているか 

・「地域共生モデル」はどのくらい行われているか 

・「ゆたかな地域生活」はどのくらい実現している

か 

・強度行動障害の人を支援するために法人や施設

内の体制に必要と思われること 

 

 なお、「地域共生モデル」「ゆたかな地域生活」

に関しては既存の概念が存在しているわけではな

く、今回のアンケート調査の際に次のような仮の定

義を定めた。 

＜地域共生モデル＞ 以下のことがほぼ満たされ

ていること 

・就労、日中活動、余暇などを通して第三者(家族

や福祉職員以外の人たち)と日常的な関わりがある 

・アートなど創作的活動が第三者から評価された

り、地域でのさまざまな活動が感謝されたり肯定的

な目で見られたりし、それが何らかの形で本人にも

伝わっている 

・家庭や福祉以外のところに何らかの「居場所」「役

割」がある 

・これらの活動が本人の自発性に基づいて、あるい

は本人が肯定的に受け止めていることをベースに

行われている 

（※周囲と交わらず、刺激の少ない場所で過ごすこ

とを自ら好んでいるケース等を否定するものでは

ない） 



 

＜ゆたかな生活＞ 以下のことがほぼ満たされて

いること 

・栄養や衛生、健康に配慮された環境や支援がある 

・プライバシーが守られる居室等が確保されてい

る 

・日中活動、暮らしに関して本人の意思を確認した

うえで行われている 

・本人が大事にしているもの（こと）を職員が理解

し大切にしている 

・基本的に日中と夜間の居場所が（病気療養などを

除いて）異なる 

・事故や健康被害などのリスクがない範囲で自由

が確保されている 

・信頼や安心を本人が感じていると思われる人間

関係がある（家族や福祉関係者を含む） 

・楽しい、満足している、得意、充足感、安心して

いる等の様子が日常的に見られる 

・自傷・他傷、恐怖、苦痛、不快、不穏などの様子

があまり見られない 

 

 調査対象は、施設入所支援及び行動援護を実施す

るすべての事業所、共同生活援助及び生活介護（通

所）を実施する事業所のうち重度障害者支援加算を

取得している事業所。計2164件の有効回答を得た。

  

 アンケートの実務はPwCコンサルティング合同会

社に委託、Microsoft社のMSフォームにより実施し

た。事前に把握した各事業所のメールアドレスに調

査URLを送付し、URLにアクセスして回答を得た。現

場でリーダー的な立場として、強度行動障害者を支

援しているスタッフが回答するよう依頼した。調査

期間は令和６年11月16日から12月27日まで。 

 

Ｃ－１.支援の実情と課題 

 現在行われている支援方法では「マンツーマンの

支援」（73％）「静かで刺激の少ない環境の提供」

（71％）が多く、「応用行動分析」（29％）「TEAC

CH」（17％）など専門的な支援は少数にとどまった。 

  強度行動障害の人の日常の過ごし方では、「買い

物や散歩で地域に出かける」（66％）は多かったが、

より地域との深いつながりやポジティブな関係を

示唆する活動である「家族や福祉以外に何らかの居

場所や役割がある」（10％）、「地域での活動を通

して感謝されたり褒められたりすることがある」（1

9％）は少なかった。「居室や施設内で人とかかわ

らず過ごしている」は施設入所支援が51％で、他よ

り20～30㌽高い。 

 実際に行っている支援では、「強度行動障害支援

者養成研修の受講」（77％）が多い一方、「地域で

の活動で社会と関わる」（14％）、「専門家による

定期的なスーパーバイズ」（10％）が少なかった。 

 予防などに関しては、「健康や体調面のチェック」

「好きなもの、楽しいことを増やす」「『氷山モデ

ル』を活用した適切なアセスメント」「日中活動の

充実」について「そう思う」との回答が６割～７割

に上り、「ややそう思う」を含めるといずれも100％

近くを占めた。一方、「施錠した居室で保護する、

拘束着やロープで抑える」が「そう思う」を含める

と10％、「見守り困難な場合はふだんから室内で過

ごしてもらう」が43％、「医師や看護師から指導を

受ける」は68％に上った。 

 

Ｃ－２.法人やスタッフの価値観・イメージ 

 強度行動障害の人に対する支援者のイメージを

問う質問に対しては「支援が難しく負担感が大きい」

（46％）が半数近くを占めたが、その一方で「学び

がたくさんある」（64％）、「何とか改善したいと

思う」（49％）、「やりがいを感じる」（39％）に

上った。これらより数は少ないが「強度行動障害は

豊かな世界だと思う」（16％）、「かっこいい仕事

だと思う」（９％）との回答もあった。 

 強度行動障害が発生する原因については、「過度

な感覚過敏」（40％）、「本人の持って生まれた障

害特性」（28％）など本人に帰する要因と考えてい

る人が多かったが、「トラウマや過去のネガティブ

な体験が影響」「福祉の支援や施設の環境に問題」

「成育歴や住環境に問題」など本人以外の要因を挙

げる答えも次いで多かった。 

 強度行動障害の人が街に出ることをどう思うか



との問いに対しては、「行動障害があると難しい」

「刺激や変化で行動障害が悪化するリスクがある」

「静かな個室などの方が重要」などのネガティブな

意見に対する回答は賛同と反対が半々くらいの割

合だった。「あれこれ考えるより積極的に出ればよ

い」という積極的な考えも肯定派と反対派が拮抗し

ている。施設入所支援が消極的な考えが多く、街で

の活動が日常的にある行動援護のスタッフに積極

的な考えが多かった。 

 

Ｃ－３.法人や施設に求められること  

 法人や施設に求められることでは単純に「職員の

増員」（63％）が、「医療や心理など専門知識のあ

る職員の確保」（48％）より多かった。 

 「年齢や経験に関係なく自由に意見が言える職場

の雰囲気」（76％）が「職員間の規律と秩序を重視」

（29％）より2倍以上も多かった。 

 「静かで刺激の少ない環境にするため施設内での

会話は控えめにする」（6％）より「声かけ、会話、

コミュニケーションを重視」（60％）が10倍以上も

多かった。職場の風通しやコミュニケーションを大

事に思う意見が目立った。 

 また、「職員を固定して一貫した支援」（26％）

より、「ローテーションや人事異動を工夫する」

（48％）を求める回答が多く、「小さなミスもでき

るだけしない」（12％）よりも「失敗を許される法

人の価値観や文化」（45％）が必要との回答が有意

に多かった。 

 

D．考察 

 強度行動障害の人を受け入れている現場では「静

かで刺激の少ない環境の提供」「マンツーマンの支

援」といった施設など建物の構造や手厚いスタッフ

配置に頼っている実情が浮かぶ。強度行動障害支援

者養成研修は多くが受講しているものの、研修のベ

ースとなっている応用行動分析やTEACCHプログラ

ムなど専門的な支援を現場で行っているところは

比較的少なかった。専門家によるスーパーバイズを

取り入れている現場も1割しかなかった。 

 地域とのかかわりでは、買い物や散歩に出かける

ことは多くの施設や事業所で行っているが、「地域

共生モデル」の定義に含まれる「地域に居場所や役

割がある」「地域活動で感謝されたり肯定的な目で

見られる」は少なかった。 

 強度行動障害の人は家族や支援スタッフの負担

感の重さ、近隣住民とのトラブルを避けるため人里

離れた入所施設に収容されるケースも多く、地域福

祉を利用する場合も施設内での活動にとどまるケ

ースが多いと言われている。今回のアンケートでは、

強度行動障害の人が街に出ることについても支援

スタッフがどのように考えているかは重要な調査

項目だった。結果として「難しい」「リスクがある」

「静かな環境の方が大事」などネガティブな回答が

施設入所支援を中心に多かった。一方で「あれこれ

考えるより積極的に出ればよい」は行動援護の事業

所の回答に多かった。行動援護のサービスは街での

移動の際に使われることも多く、スタッフが地域社

会の中で強度行動障害の人を支援することに慣れ

ていることが指摘できだろう。 

 強度行動障害とひとくくりに言ってもその態様

は人によってかなり異なる。自傷他害やもの壊しが

激しく、なかなか改善ができないケースもあれば、

生活環境や支援スタッフが変わることで比較的容

易に行動障害が穏やかになるケースもある。そうし

た実情を踏まえた上ではあるが、支援者側が抱いて

いる行動障害のイメージの大きな違いは考察を深

めるのに値する課題だ。 

 「学びがたくさんある」「なんとか（改善したい）」

との回答は「そう思う」「ややそう思う」を含めて

いずれも９割以上に上る。その一方で「できればか

かわりたくない」「福祉の支援では無理」という拒

絶感の強い回答はそれぞれ２割前後あり、「地域で

の生活はすべきではない」も12％だった。「薬での

改善が必要」は66％に上る。 

 強度行動障害が起きる原因についての考えでも

「過度な感覚過敏」「本人の持って生まれた障害特

性」など本人に帰する要因を挙げる回答が多い一方、

「トラウマや過去のネガティブな体験が影響」「福

祉の支援や施設の環境に問題」など周囲の無理解や

不適切な支援や養育の方に目を向ける回答もそれ



らに次いで多かった。 

 強度行動障害の人の支援については支援者養成

講座などで一定のやり方や方向性が示されている

にもかかわらず、実態としては各施設・事業所の裁

量や力量に委ねられている。法人やスタッフの価値

観は支援の在り方にかなり決定的な影響をもたら

すことを考えると、極めて重要な問題と言えるだろ

う。 

 

E．結論 

 強度行動障害の人は入所施設など地域社会とは

別の閉ざされた環境の中で処遇される人が多い。周

囲の人への他害行為やもの壊しなどは地域社会に

とっての迷惑行為として司法や精神科医療の領域

で矯正や治療の対象にもされてきた。 

 このため，強度行動障害の改善に向けた支援は，

施設内で構造化やコミュニケーションの配慮を中

心に模索されてきたといえる。刺激の少ない静かな

環境，本人が見通しの持てるスケジュールの提示，

肯定的な態度でのアプローチなども重視されてい

る。そうした支援方法が一定の効果を上げているこ

とは事実であり，本研究においても重視すべきもの

と考えている。 

 一方で，地域生活における多様な行動障害の実態，

地域で暮らす人々との関係性を考慮すると，施設内

の支援の手法だけで行動障害に対処するのは限界

があり、むしろ地域社会との関わりが障害者本人の

充足感や生活の質の向上をもたらしている事例が

多いことは、2023年度研究で行った31事例のヒアリ

ングで明らかになっている。地域での活動でさまざ

まなトラブルを生じ、地域住民から苦情を言われな

がらも，そうしたことに対処できる支援スタッフの

存在が障害者の豊かな地域生活を実現し，その結果

として行動障害の改善にもつながる可能性がある

ことを先進的な地域共生の取り組みは示している。 

 24年度研究で行った大規模アンケート調査の焦

点は、数少ない先進事例ではなく現状として全国の

支援現場でどの程度、地域共生モデルにつながる支

援が行われているのか、現場スタッフの意識や価値

観はどうなのか、地域共生モデルの実現に寄与でき

るスタッフを育成するために法人の理念・文化はど

うあるべきか、ということを調査し検討することに

あった。 

 結論としては、支援の在り方や法人・スタッフの

価値観はかなりばらつきがあり、街に出ての活動を

強く否定する意見も根強く、当研究が目指している

「地域共生モデル」の支援があまり行われていない

ことがわかった。ハコ（施設の建物）とスタッフの

人数に頼っている傾向も強いことが示された。 

 強度行動障害への対処や予防で注目しなければ

ならないのは、「施錠した居室で保護する、拘束着

やロープで抑える」「見守り困難な場合はふだんか

ら室内で過ごしてもらう」について「そう思う」「や

やそう思う」がそれぞれ一定の割合であることだ。 

 19人の障害者が殺害された津久井やまゆり園（神

奈川県相模原市）ではふだんから「見守り困難」を

理由に予防的な身体拘束が多数行われており、身体

拘束に必要な３要件（切迫性・非代替性・一時性）

が守られていない実態が検証委員会によって明ら

かにされている。同園に限らず、強度行動障害の人

を受け入れている施設や事業所でもそうした考え

が根強いことがうかがえる。 

 その一方、支援が難しく負担が重いと感じながら

も、何とかしたい、学びが大きい、やりがいを感じ

るという支援者が決して少なくないこともわかっ

た。さらには「強度行動障害の世界を豊かだと思う」、

彼らを支援するのは「かっこいい仕事だと思う」と

いうポジティブな意味ややりがいを確信している

ことを裏付ける回答が少なからずあった。 

 かっこいいと思う人が他の問いに対してどのよ

うに答えているかに着目すると、「見守りが困難な

場合はふだんから室内で過ごしてもらう」を不要と

考える割合が大きく、「「氷山モデル」等を活用し

た適切なアセスメント」が必要と考える割合が大き

い。街に出ることについても「職員の努力や工夫で

街に出られる」「仕事やボランティアなど有用な活

動を地域で行うことが大事」の割合が大きいことが

わかる。 

 強度行動障害の人の地域共生モデルは、地域住民

とのトラブルやそれに伴って抗議されたり批判的



な目で見られたりすることが絶えず起こるリスク

を抱えている。抗議に対して矢面に立つのは支援ス

タッフである。それが嫌だから強度行動障害がある

と施設内で過ごしてもらう処遇に偏っていること

を否定できるだろうか。 

 一方、「かっこいい仕事だと思う」とは自分の仕

事に対するプライドや自己肯定感を持っていなけ

ればできない回答であろう。地域からのクレームや

批判的な視線に耐えられるためには、支援者が自己

肯定感やポジティブな価値観を持っていないとで

きない。こうしたスタッフをどのように育成するか

が今後のポイントだ。 

 法人や施設に必要なものとして「職員の増員」よ

りも多かったのが「年齢や経験に関係なく自由に意

見が言える職場の雰囲気」「声かけ、会話、コミュ

ニケーションを重視する」であったことはヒントに

なり得る。23年度研究でも、職員間のコミュニケー

ションや職場の風通しの良さ、失敗を恐れず、楽し

さや笑いを職場全体で作り出していることが、地域

共生モデルの先進事例を実践している施設・事業所

にかなり共通していることが示されたこととも符

合する。 

 地域共生モデルを実践できる支援者は、失敗を恐

れず、年齢や経験に関係なく自由に意見が言える雰

囲気、職員間のコミュニケーションを重視する法人

の文化や価値観から生まれることを示唆している。 

 

 入所施設など外部から隔離された場所では＜支

援者・家族－障害者＞という関係の中で支援は完結

するが，地域社会では＜支援者・家族－地域住民－

障害者＞という３者が互いに影響し合って行動障

害の悪化や改善がもたらされることを考慮すべき

である。 

 支援者や家族による障害への否定的な態度や虐

待・マルトリートメント（不適切な養育）が行動障

害を起こし・悪化させる ⇒ 支援者・家族は地域

住民の目を意識して障害者を施設などへ隔離する

 ⇒ 地域住民は障害者と交流する機会がなくな

り特別視する風潮が生まれる ⇒ 障害者は地域

での活動の機会が得られずストレスや不全感を抱

き，それが行動障害のエスカレートの要因になる。

こういった悪循環に陥る可能性は高い。 

 その一方，地域での活動の機会を増やすことで地

域住民の意識をポジティブなものに変える，あるい

はネガティブな意識を払拭することができれば，障

害者本人の解放感や自己有用感を高めることにつ

ながり，支援者・家族の意識もポジティブなものに

変えることが期待できる。それが，障害者本人の肯

定感を高めるという相乗効果を生むことにもなる。

こうしたポジティブな循環を起こすことも可能と

思われる。 

 本研究では，地域との接点・かかわりを確保しな

がら肯定的な支援を継続することが長期的には行

動障害の改善に効果があり，支援者や家族など身近

な人との人間関係を含んだ生活全体を豊かなもの

にする重要な要素であることが示された。それが強

度行動障害の人の「地域共生モデル」を構築する上

での核心部分である。 

 地域共生モデルを実現するためには，障害者の地

域生活を進めながら他人への加害行為・地域社会へ

の迷惑行為をいかに最小限に抑えることができる

か，地域社会とのコーディネートや危機対応を行う

ことのできる福祉職員をどう養成するか，福祉職員

を孤立させない法人全体の取り組みやチームの作

り方をどのように行うかが重要と考えられる。 

 

F．健康危険情報 

 なし 

 

G．研究発表 

１．論文発表 

 野澤和弘：パニックになって騒いだり、暴れたり

－－強度行動障害の背景にあるものとは？地域で

の暮らしが改善のカギになる？  毎日新聞WEB医

療プレミア（現毎日メディカル）連載「令和の幸福

論」令和6年6月18日、（令和6年7月4日毎日新聞夕

刊に転載） 

 

２．学会発表 

 なし 



 

H.知的財産権の出願・登録状況 

  （予定を含む） 

 1.特許取得 

  なし 

 

 2.実用新案登録 

  なし 

 

 3.その他 

  なし
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

トラウマインフォームドアプローチによる強度行動障害支援の指針策定に資する研究 

 

研究分担者 八木 淳子 岩手医科大学医学部神経精神科学講座 教授  

 

研究要旨 

強度行動障害とトラウマの関連を明らかにし、トラウマの影響を理解した対応について

当事者に関わる全ての人（支援者、家族、医療者、行政担当者等）に周知徹底を図ることに

より、強度行動障害とトラウマ関連障害の発症を未然に防ぎ、余儀なく発症した場合でも症

状の悪化を低減させ、支援者や家族をエンパワーすることにつながることが見込まれる。 

さらに、地域におけるトラウマインフォームドケア（TIC）に基づいた対応の理解と情報

の周知徹底をはかり、啓発に資する研修企画の実施等により、強度行動障害の当事者（予備

軍となっている当事者も含めて）が生き生きと自分らしさを発揮して生活できる真の共生

社会の創出、地域基盤づくりに寄与することが期待される。 

 

 
 

A． 研究目的 

 本研究は、平成25年度に施行された「障害者総合

支援法」理念を踏まえ、強度行動障害のある人の豊

かな地域生活を実現する「地域共生モデル」の理論

の構築と重層的な支援方法の開発を目的としてお

り、障害者福祉、児童精神医学、建築をベースとし、

4つの分野（①地域共生モデル、②シナジープログ

ラム、③トラウマ、④日中活動・街の環境）からエ

ビデンスに基づく、「地域共生モデル」の方法論を

見出し重層的な支援法の構築を目指すものである。 

上記のうち、本研究分担者（八木）は③トラウマと

行動障害の関連について分担項目として研究する。 

強度行動障害の病態をトラウマインフォームド

の視点で捉え直し、①養育者・支援者らが行動障害

のある本人及び自分自身のトラウマの影響を理解

し、②トリガーの汎化や症状の増悪を惹起する関わ

りを廃し、③本人のレジリエンスを引き出す対応を

とれるようになるための方法論と具体策の提示を

目指す。このことにより、強度行動障害の予防や症

状悪化の回避、支援者のエンパワー等につながるこ

とが見込まれる。さらに重要な点は、「トラウマを

予防する対応と情報の周知」にあるため、この領域

の現状と課題に即したトラウマインフォームドケ

アの啓発に資する研修の在り方・方法論等について

も、当事者からの聞き取りをベースに具体的に検討

していく。行動障害関連において、「予防」や「ト

ラウマ」に焦点を当てた研究は新規性が高く有用性

があると考えられる。最終年度には、他の分野と成

果を共有し、有用性の高い重層的な指針策定につな

げる。支援者のマインドセットの変容とエンパワー

を目的とする研修の在り方を検討し、全国障害福祉

事業所を対象としたモデル研修を行う。 

 

B．研究方法 

 行動障害とトラウマの関連（ASD児特有のトラウ

マ体験、トラウマ反応やPTSD症状の特徴・特異性）

を明らかにし、中～重度知的障害・ASD児のトラウ

マ症状の重症度評価を可能にするために次のこと

を行う。 

 1年目は行動障害のある当事者（言語表出／コミ

ュニケーションが可能な高機能自閉症児・者）と家

族約10組にインタビューし、本人や家族のトラウマ



体験・症状の特徴、二次的な心理社会的問題に関す

る質的調査を行う。その結果を海外先行研究に照ら

し、2年目は①強度行動障害児・者の養護者（家族）

へのトラウマ／小児期逆境体験（ACEs）に関するイ

ンタビュー調査とトラウマインフォームドケアに

関する支援者へのインタビュー調査を実施する。3

年目はトラウマインフォームドの視点で強度行動

障害のケース・スタディ2～3例を実施し、トラウマ

インフォームドアプローチによる強度行動障害支

援の指針策定に資するまとめを行う。 

 

（倫理面への配慮） 

 同意取得に際しては、説明文書および口頭による

丁寧な説明を行ったうえであくまで自由意思によ

る参加であること、途中で撤回できること、撤回し

ても不利益を受けないことも説明する。強度行動障

害を有する当事者には、合意文書（アセント文書）

に基づいた説明の後に、研究への参加について合意

を確認し、確認書（かくにん書）に署名を得る。理

解の程度や年齢により、保護者による代諾同意の署

名を得る。 

個人情報は、研究者が厳重に保管し、外部に漏れ

ないように最大限の努力をする。記録を作成する段

階では、名前の代わりに研究用番号を付けて個人情

報を削除する。 

 研究結果の報告・発表の際も、個人が特定される

情報は取り除き発表する。 

また、トラウマに関するインタビューの中で何ら

かの心理的反応や症状が認められた場合は、金銭的

保障は行わず、必要に応じて、インタビュアーの所

属する専門機関で相談・診療の提供（保険診療）を

受ける機会を提供する。その際は児童精神科医また

は子どもを専門とする心理士が対応する。 

なお、本研究の開始にあたっては、岩手医科大学

の倫理審査委員会（IRB：Institutional Review 

Board）の審査及び承認を経て、研究機関の長の実

施許可を得てから開始する。 

 

＜R6年度調査方法の詳細＞ 

対象： 

強度行動障害の当事者（青年期から成人期）の養護

者（家族）と支援者、15組程度 

募集方法（協力要請方法）： 

① 研究代表者（野澤）が1年目にインタビュー調査

を実施した施設の職員および研究分担者（八

木・内山）が相識の事業所／施設管理者・職員

に調査協力を依頼し賛同を得た支援職（専門職）  

② ①の支援者を通じて調査協力を依頼し同意が

得られた利用者（当事者）の家族（養護者） 

インタビューの項目： 

I. 利用者の行動の帰属と支援者への影響、対

処について 

II. 支援者／養護者の社会的ネットワークと支

援について 

III. トラウマについて 

１） トラウマの理解度 

２） 利用者のトラウマの有無の把握 

３） トラウマケアの方法 

４） 自身のメンタルヘルス 

５） 自身の逆境的体験 

IV. 組織環境について 

V. 質問紙への回答（対面実施） 

１） 問題行動評価尺度短縮版（BPI-S） 

２） K6質問票 

３） 日本版PCL-5（ストレス体験） 

４） ASCOT（介護者用質問票）：養護者の

み 

結果の分析： 

インタビューは参加者の同意のもとで録画・録

音し、質問項目への回答結果の集計とその内容の

質的分析（KJ法に準じた手法）を行う。 

 

C．研究結果 

 今年度（R6年度）は支援者15名、家族（養護者）

11組（両親4組、母親のみ7名；計15名）、総計30名

から研究参加協力を得た。インタビューの所用時間

は、一人当たり概ね70～100分（質問紙への回答時

間を含む）であった。 

 



協力施設： 

・北摂杉の子会（大阪） 

・京都ライフサポート協会（京都） 

・ブルリの杜（岩手） 

・てしろもりの丘（岩手） 

・ねがいの杜（埼玉） 

・虹の家（岩手） 

・のぞみの園（群馬） 

 

対象者の属性 

支援者15名 

・男女比 10：5 

・平均年齢 47.1歳（±12.8） 

・対人援助歴 17.7年（±12.4） 

・強度行動障害への対応歴 13.5年（±13.4） 

・対象者の性別 男性 11名 女性 3名 不明１名 

・対象者の知的障害の程度 重度8名 最重度2名 

             中程度2名 不明3名 

家族（養護者） 

・母親の年齢 62.9歳（±7.5） 

・父親の年齢 70.8歳（±9.5） 

 

＜質問項目への回答結果＞ 

※テーマごとのグラフ（付録1-1、1-2）を末尾の

付録に添付。 

 

支援者： 

トラウマについて、理解していると回答した人

が多いものの、「トラウマインフォームドケアの

4つのR（理解、気づき、対応、再トラウマ予防）」

については、「やや知っている」以上の回答は約

3分の1に留まった。利用者の生育歴については、

9割以上の人が、利用者の「小児期逆境体験」に

ついても7割以上が把握しているのに比して、「い

じめ」の体験について把握しているのは半数に満

たなかった。 

行動上の問題にトラウマの影響があるのでは

ないかと認識しているものの、トリガーの把握や

心理教育的知識、保護者支援については具体的な

取り組みは浸透していない現状が見てとれた。 

支援者自身のトラウマや並行プロセスについ

てはあまり認識されていなかった。 

メンタルヘルスについては、自身が影響をうけ

やすいことを意識している支援者が多かった。無

力感を抱く支援者は8割に上った。 

家族（養護者）： 

 トラウマについて、「なんとなくイメージでき

る」程度の知識はあるものの、具体的症状につい

て知っているのは半数にとどまり、4つのRについ

ては、9割が「ほとんど知らない」と回答した。 

 支援者に比して、無力感を抱いているのは6割

程度に留まるが、睡眠の問題は7割、うつ状態に

ついては8割が意識していると回答した。 

 

＜支援者・養護者のメンタルヘルスやトラウマの認

識と子（利用者）の行動障害の関連＞ 

質問項目への回答を基に、支援者・養護者それぞ

れについて、メンタルヘルス、トラウマの認識、そ

れらと行動障害の関連などを分析した。それぞれの

結果は相関を示してはいるが、因果関係を表すもの

ではない。 

 養護者のメンタルヘルス 

1) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「無力感」が起こりうることを 「意識し

ていない」と、養護者のK6（不安／抑うつ）

とPCL-5（ストレス関連）の合計点が高い傾

向がある（γ=0.75）。 

2) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「QoLの低下」が起こりうることを 「意識

していない」と、養護者のK6とPCL-5の合計

点が高い傾向がある（γ=0.74）。 

3) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「無力感」が起こりうることを 「意識し

ていない」と、養護者の回避症状も増加する

（γ=0.74）。 

 養護者のメンタルヘルスと行動障害 

1) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「不安」が起こりうることを 「意識して

いない」と、子（利用者）の攻撃的行動の頻

度が高い傾向があった（γ=0.87）。 



2) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「無力感」が起こりうることを 「意識し

ていない」と、子（利用者）の攻撃的行動の

頻度が高い傾向があった（γ=0.81）。 

3) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「無力感」が起こりうることを 「意識し

ていない」と、子（利用者）の攻撃的行動の

重症度が高い傾向があった（γ=0.74）。 

4) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「QoLの低下」が起こりうることを 「意識

していない」と、子（利用者）の攻撃的行動

の重症度が高い傾向があった（γ=0.80）。 

5) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「無力感」が起こりうることを「意識して

いない」と、子（利用者）の常同行動の頻度

が高い傾向がある（γ=0.74）。 

6) 養護者が自身の「ACEs」を「把握していない」

と、子（利用者）の常同行動の頻度が高い傾

向がある（γ=0.78）。 

7) 養護者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「不安」が起こりうることを 「意識して

いない」と、子（利用者）の常同行動の重症

度が高い傾向がある（γ=0.73）。 

8) 養護者が子（利用者）の「トラウマ（いじめ、

ACEs以外）」を「把握していない」と、子（利

用者）の自傷行動の頻度が高い傾向がある

（γ=0.85）。 

9) 子（利用者）の「トリガー（利用者それぞれ

固有のリマインダー）」を家族間で共有・認

識「できている」と、養護者の再体験症状が

増加する（γ=-0.77）。 

 支援者のメンタルヘルス 

1) 支援者が自身のメンタルヘルスの問題とし

て「睡眠の問題」が起こりうることを「意識

している」と、支援者の K6（不安・抑うつ）

得点が高い傾向にあった（γ=-0.61）。 

2) 支援者が自身のメンルヘルスの問題として

「うつ」が起こりうることを「意識している」

と、支援者の再体験症状も増加する（γ=-

0.66）。 

 支援者のトラウマ理解と行動障害 

1) 支援者が利用者の「トリガー（各利用者固有

のリマインダー）」を「把握している」と、

支援者の再体験症状も高い傾向にあった

（γ=-0.76）。 

2) 支援者が「トラウマ反応や典型的な症状」に

ついて一般的なレベル（トラウマの専門で

はない支援者レベル）で知っていると、利用

者の行動障害の頻度は低い傾向がある（γ

=0.68）。 

3) 支援者が「トラウマ反応や典型的な症状」に

ついて、一般的なレベル（トラウマの専門で

はない支援者レベル）で知っていると、利用

者の行動障害の重症度は低い傾向がある

（γ=0.62）。 

4) 支援者が「対象者の ACEs について把握して

いる」ことと利用者の自傷の頻度は相関し

ている（γ=-0.75）。 

5) 支援者が「発達障害を持つ人がトラウマに

弱く、トラウマティックな傷を負いやすい

ことを知っている」ことと利用者の自傷の

頻度は相関している（γ=-0.73）。 

6) 支援者が「養育者の ACEs について把握して

いる」ことと利用者の自傷の頻度は相関し

ている（γ=-0.62） 

7) 支援者が「養育者への支援（心理教育、保護

者へのメンタルサポートなど）を何かしら

意識／実践している」ことと自傷の頻度は

相関している（γ=-0.82） 

8) トラウマやACEsが長期的に子どもの心身の

発達に影響を及ぼすことを支援者が「知っ

ている」ことと利用者の自傷の重症度は相

関している（γ=-0.65） 

 支援者のメンタルヘルスと行動障害 

1) 支援者が自身の心身やメンタルヘルスに影

響が及ぶ（うつ）ことを「意識している」と、

対象者の常同行動の頻度が低い傾向がある

（γ=0.63） 

2) 支援者が自身の心身やメンタルヘルスに影

響が及ぶ（不安）ことを「意識している」と、



対象者の常同行動の頻度が低い傾向がある

（γ=0.80） 

3) 支援者が自身の心身やメンタルヘルスに影

響が及ぶ（QoL）ことを「意識している」と、

対象者の常同行動の頻度が低い傾向がある

（γ=0.63） 

4) 支援者のメンタルヘルスの問題として「睡

眠の問題」が起こりうることを「意識してい

る」と、利用者の常同行動の重症度は低い傾

向がある（γ=0.66） 

 

＜支援者・養護者のナラティブの質的分析＞ 

※概念図（付録2-1）・対照表（付録2-2）を末尾

の付録に添付。 

 

 支援者、養育者のトラウマとメンタルヘルスに

関するナラティブ（質問項目の選択肢の回答にま

つわる固有の語り、具体的なエピソード）の逐語

録を作成し、インタビュー項目に沿って、KJ法に

準ずる方法で分類し次のような3つの概念図が作

成された。  

①支援者のトラウマの知識と援助スキル、メン

タルヘルスについて 

②支援者の所属する組織について 

③家族のトラウマの理解とメンタルヘルスに

ついて 

逐語録の作成、分類カードの作成、分類作業、

概念作成の一連の作業は、多職種6名（精神科医2

名、臨床心理士3名、精神保健福祉士1名）のチー

ムで実施した。 

トラウマについての知識や情報の少ない養護者

が自責感を抱きやすい傾向や、支援者が疲労感を抱

きがちであることなど、様々な事象との関連が想定

された。対照表からは、トラウマの知識や理解が少

ない人がトラウマ／ストレス関連の質問紙（PCL-5）

で臨床域でない傾向も認められ、必要性がない、も

しくは回避傾向によるなど考えられるが、個別のナ

ラティブを検討すると、ストレスを感じているもの

の「トラウマの影響」という視点をもっていない例

が多くみられる。その一方、トラウマを理解してい

る人でPCL-5やK6が臨床域となる傾向もあり、因果

関係は説明できないものの、トラウマを理解してい

る人ほどストレス関連症状を自覚しやすい、という

側面もあるかもしれない。個別の背景を丁寧に分析

するとともに、サンプル数を増やしてより確かな傾

向や特徴を明らかにする必要がある。 

  

D．考察 

 本調査に参加協力いただいた施設の支援者や家

族は、強度行動障害児・者の支援において実証的な

取り組みや独自の精力的な取り組みを行っており、

強度行動障害支援において先進的な立場であった

り、地域に根差した活動を展開していたりする、い

わば当該分野に「理解と関心のある」方々ばかりで

あった。それでもなお、本調査の結果からは、激し

い行動障害を地域や家庭で支えることの難しさを

抱え、苦悩していることが浮かび上がった。 

養護者および支援者へのインタビューでは、両者

のトラウマに関する知識や子（利用者）のトラウマ

体験についての関心や情報保持は、子（利用者）の

行動障害の程度と相関があり、養護者および支援者

のメンタルヘルスの問題とも関連があることが示

された。サンプル数が少なく、結果は相関にとどま

っており、それぞれの事象の因果関係を示すもので

はないが、強度行動障害をめぐる様々な困難な問題

は、支援者・養護者と利用者相互に生物・心理・社

会的な要素が複雑に影響しあって発生するものと

考えられ、得られた結果と矛盾しない。例えば「支

援者が（トラウマに関する）トリガーを把握してい

るほど、利用者の自傷が多い」という結果は、自傷

行動の頻発する利用者に対応するうえで、そのトリ

ガーの把握は必要不可欠な援助スキルの一つであ

り、両者が正の相関を示すことは納得できる。その

一方で、トリガーの把握が行動障害の「減少」につ

ながる段階に至るためには、トリガーを把握して

「適切に対応するスキル」が求められていることが

示唆されるとも考えられる。 

 支援者・養護者のナラティブを質的に分析した結

果からは、トラウマの知識や情報が少なく理解が不

十分な場合、家族は子どもの行動障害について「自



責感」を、支援者は「疲労感」を抱きやすい傾向が

あることが窺えた。 

 支援に熱心に取り組み、成果を上げている施設・

支援者においても、トラウマインフォームドアプロ

ーチ、なかでも自分自身や支援者のマインドセット

や並行プロセスに関する情報が少ないことが浮き

彫りとなった。「トラウマ」について関心をもった

り、意識したりすることはあっても、その詳細な内

容や具体的な対応の仕方は把握されていないため、

「気が付いている人ほど罪悪感や自責感を抱いた

まま苦悩している」という側面も見て取れ、具体的

な支援方法の獲得とともにマインドセットの変容

が、その解決の一助となる可能性がある。 

強度行動障害の背景要因の一つとして、トラウマ

の影響がある可能性について精査することは、より

適切な養育や支援を行ううえで、極めて重要かつ有

用な視点を提供すると考えられる。強度行動障害を

本人の発達特性や性質に起因する問題として捉え

るにとどまらず、周囲との関係性や環境との相互反

応による結果としての症状と理解することの重要

性はこれまでも取り上げられてきているが、行動障

害のトラウマ反応としての側面をアセスメントし、

支援者や介護者が受ける影響についても理解した

うえで、支援や介護の方法論にトラウマインフォー

ムドの視点が加わることは、新たな方策での介入や

支援を工夫する可能性をもたらし、支援者や養護者

のマインドセットの変容にも寄与するものと期待

される。 

 

E．結論 

 強度行動障害児・者を支える養護者・家族、支援

者の支援スキルの向上と両者のマインドセットの

変容という側面のみならず、当事者・家族・支援者

のメンタルヘルスの維持・向上やウェルビーイング

という観点からも、強度行動障害支援における「ト

ラウマインフォームドアプローチ」は新たな切り口

となる可能性がある。 

 

F．健康危険情報 

 なし 
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＜付録 1－1＞ 
 
質問への回答結果：支援者 

 

 

 

 
 
 
 
 



結果：支援者（続き） 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
＜付録 1-2＞ 

 
質問への回答結果：家族 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

回答結果：家族（続き） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

トリガー（36, 11.0%） 

トリガー共有の利点：
避ける／予防(9) 

  
C2, C3, C4, C5, C7, 

C9, C10, C12, C15 

トリガー共有の利点：
その他(5) 

  
C1(2), C2, C9, C11 

トラウマ・トリガーであ
ろう経験の推測(21) 

  
C2(4), C3, C4, C5, 

C7(2), C8(2), C9, C10, 

C11(2), C12(2), 

C13(3), C14） 

トリガー共有はでき
ていない（1） 

  
C9 

行動への対応 
（93, 27.6%） 

テクニカル（7） 
  

C2, C3, C4, C10, 

C12(2), C15 

落ち着かせる、
安心させる（3） 

  
C3(2), C8 

タイムアウト／
切り替え（8） 

  
C1, C2, C3, 

C5(3), C8, C12 

技法（18, 19.4%） 

声掛けの内容を工夫
（12） 

  
C1(2), C2(3), C3(2), C5, 

C8, C10, C11, C15 

利用者に寄り添った対応（37, 39.8%） 

環境調整（5） 
  

C3, C4, C9, 

C13, C14 

癒す（4） 
  

C11(3), C12 

対象者に合わせた声かけ
（形式）（6） 

  
C4, C9, C12, C14. C15(2) 

気持ちに配慮した（合わせた）
対応（10） 

  
C4(2), C5, 8(2), C10(2), 

C12(2), C15 

抑制／制止する（9） 
  

C1(2), C3, C4(3), C5, 

C8, C11 

自他の安全確保
／見守り（11） 

  
C2(3), C4, 

C7(2), C13, 

C14(2), C15(2) 

物理的／規範的対応（38, 40.9%） 

社会ルールを教える／
伝える／則らせる（5） 

  
C4, C9, C10, C11, C14 

トラウマを意識し
ていない（4） 

  
C1, C9, C11, C15 

経験重視
（2） 

  
C7, C11 

薬（2） 
  

C4, C5 

冷静に／合理的に
対応する（5） 

  
C1, C2, C3, C4, C13 

対応への効力感（14, 4.2%） 

対応が「できてな
い」（と感じる）（9） 

  
C1, C4, C5(2), C9, 

C13, C14, C15(2) 

対応が「でき
てる」（と感じ

る）（5） 
  

C4(3), C10, 

C12 

支援者自身の
ケアをやって

いる（1） 

  
C11 

支援者自身のトリガーを認識している（7） 
  

C1 C5, C7(2), C10, C11(2) 

同僚と共有する／
ピアサポート(6） 

  
C1, C3(3), C14(2) 

セルフケア／情動
的コーピング(5） 

  
C1, C2(3), C12 

回避(4） 
  

C1, C2(3) 

セルフケアの実施（23, 31.5%） 

ケア「必要ない」（5） 
  

C4, C7, C9, C10, 

C12 

支援者自身のトリガーはない／
意識していない(11） 

  
C2, C5(2), C7, C8(2), C9(2), 

C10, C14(2)) 

セルフケア意識の薄さ（16, 21.9%） 

自傷(1） 
  

C3(3) 

イライラ(10） 
  

C1(4), C4, C5(2). 

C10, C15(2) 

不安(9） 
  

C1, C5, C7, 

C9(3), C10(3) 

疲労(6） 
  

C1, C4, C5, 

C12, C13, C14 

落ち込み／自責(6） 
  

C1, C3, C5, C7, C9(2) 

アルコールが
増える(2） 

  
C5, C9 

メンタルヘルス（73, 21.7%） 

負の影響（34, 46.6%） 

分類不能(4） 
  

C3, C4, C8, C14 

積極的聴取（16） 
  

C2(3), C3(2), C5, 

C7(2), C10, C11, 

C12(2), C15(4) 

具体的な逆境体験
（12） 

  
C1, C3(2), C5, C7(5), 

C8, C11, C12 

具体的な聴取と把握（28, 62.2%） 

消極的聴取
（8） 

  
C9(2), C10, 

C11(4), C14 

消極的（8, 17.8%) 

聞きにくい（3） 
  

C5, C11, C14 

聞かない（5） 
  

C4, C8, C9, C14, 

C15 

聴取必要性あるが 
やってない(1) 

  
C8 

生育歴聴取への回避的態度（9, 20.0%） 

成育歴等の把握（45, 13.6%） 

環境と特
性の相互
作用(3) 

  
C7, C12, 

C13 

環境要因
(7) 

  
C2(4), C9, 

C12, C14 

外的要因（10, 16.4%） 

表現できなさ(6) 
  

C4, C9(2), C10, C13, 

C15 

嫌なことの強制(4) 
  

C4(3), C9 

本人の内面からくるもの（15, 24.6%） 

NG ワード(4) 
  

C5, C7, C8, C12 

過去の体験(3) 
  

C3(3) 

原
因
帰
属(6

1
,1

8
.1

％) 

わからない 
（6, 9.8%) 

わからない
（6） 

  
C2（2), C9(2), 

C11, C15 

特性(10) 
  

C1, C2(3),C3(2), 

C13, C14(3) 

感覚過敏
(6) 

  
C4（2), C5, 

C8, C13, C14 

こだわり/興味
の限局(6) 

  
C4(3), C5, C7, C12 

情動面の不安定
さ(5) 

  
C5(2), C7(2), C15 

特性に由来 
（30, 49.1%） 

予想外／見通し
が持てない(3) 

  
C5, C10, C12 

親への心理
教育／情報
共有あり（6） 

  
C4(3), C8, 

C10, C12 

親への心理教育
やってない（2） 

  
C4, C1 

心理教育（10, 3.0%） 

本人への心理教育やり方わ
からない／やってない（2） 

  
C4, C12 

 支援者の概念図 （C1～１５は支援者、（ ）内は関連項目の重複回答） 

＜付録 2-1＞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 支援者の組織についての概念図 

組織（148） 

  

組織：(要)改善(7） 
  

C3(4), C5, C12(2) 

組織：相談体制なし(2） 
  

C5, C14 

組織：職場に対してネガティブ(8） 
  

C2(2), C11, C12, C15(4) 

ネガティブなポイント（17, 11.5%） 

ピアサポートがある／良好な雰囲気(22） 
  

9（C1, C2(3), C3(3), C4(3), C5(2), C7, C8(3), 

C10(2), C11(3)) 

相談体制／マニュアルあり(37） 
  

C1(5), C2(2), C3(5), C4(2), C5(2), 

C7(3), C9(2), C10(3), C11(3), 

C12(4), C14(5), C15 

組織としての研修・勉強会への参加
機会確保(19） 

  
C1, C2, C3(2), C4, C5, C7(2), C9(3), 

C10, C11(2), C12(2), C14, C15(2) 

組織体制と風土（78, 52.7%） 

利用者第一(26） 
  

C1(3), C2(4), C3(2), C4(2), C5(2), 

C7, C8(2), C9(3), C10, C12(3), C14, 

C15(2) 

組織の理念：地域に生きる(3） 
  

C1, C2, C7(3) 

理念（29, 19.7%） 

マニュアルの設置(3) 
  

C1, C2, C3 

物理的対応（8, 5.4%） 

金銭面の補償(3) 
  

C3(2), C7 

普通の人、人柄(10） 
  

C2, C3, C4(2), C5, C8, C9, 

C10, C14, C15 

学習意欲、向上心(3） 
  

C1(3) 

求める人材（16, 10.8%） 

誰でもいい(3） 
  

C7, C11, C12 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 家族についての概念図 

分類不能
(3） 

  
F4, F6(2) 

（F1～１１は養護者、（ ）内は関連項目の重複回答） 

具体的な逆境体験の
把握(18) 

  
F2(4), F3(2), F4(6), 

F5(4), F8, F11 

学校からの聴取
(2) 

  
F2, F10 

トラウマの影響につい
て知っている(2) 

  
F1, F8 

トリガー把握
の利点(4) 

  
F2, F8, F9, 

F10 

トラウマエピソード不明（本人が語れな
い、見てないところはわからない）(9) 

  
F2(2), F3(2), F4, F5, F6, F7 

トラウマエピソード
「ない！」(6) 

  
F1, F6, F8(2), F9, 

F11 

トラウマについて理
解していない(3) 

  
F4, F6(2) 

エピソードの把握（44, 19.2%） 

トラウマへの一定の理解（26, 59.1%） 

トラウマはよくわからない（18, 40.9%） 

体調(3） 
  

3（F2, F4, F11) 

想起(3） 
  

F2, F4, F8 

特性(11） 
  

F1, F2(2), F4, F7, F8, 

F9, F10(2), F11(2) 

思い通りにいかない(13） 
  

F2, F3, F4, F5, F6(2), F8, F9(2), 

F10(3), F11 

テスティング（試し行動）(4） 
  

F6(2), F9, F10 

わからない(12） 
  

F2(3), F3, F5(2), F7(4), 

F8, F10 

原因帰属(46, 20.1%) 

特性（27, 58.7%） わからない（12, 26.1%) 

体調（3, 6.5%) 

試し行動（4, 8.7%） 

好きなことをさせる
（コントロール感（＋）

(6) 
  

F1, F2(3), F3, F8 

ほおっておく、無視(3） 
  

F3, F8, F9 

好きなことをさせる（コントロール感
（-））(6) 

  
F7, F8, F10, F11 

（どうしたらいいか）
分からない、困る

(5） 
  

F3, F4(3), F6 

対処不能(4） 
  

F4, F7, F10, 

F11 

言うことは
言う(2） 

  
F1, F8 

身体的／心理的
に対抗する(9） 

  
F2(4), F7(2), 

F9(3) 

止めたい(3） 
  

F1, F3, F11 

自傷他害防止
(3） 

  
F4, F6(2) 

とりあえず落ち着かせる(5） 
  

F2(2), F7, F10(2) 

その人に合わせた対応(10） 
  

F4(2), F6(2), F8, F9(2), F10, 

F11(2) 

環境調整
(2） 

F4, F9 

支援者と家族の連携(4) 
  

F4(4) 

制御不能（15, 24.2%） 

寄り添った対応（16, 25.8%） 

意図的な見守り 
（9, 14.5%） 

対応（62, 27.1%） 

物理的／規範的対応 
（22, 35.5%） 

理解してくれる人に話す(7） 
  

F1, F3, F4, F5, F7, F10, F11 

施設に預けて
楽になった

(2） 
  

F8, F11 

具体的ケアしてい
る／情動的コーピ

ング(6） 
  

F1(3), F10, F11 

精神的不調
(2) 

  
F3, F7 

不安(3) 
  

F4, F7, F11 

兄弟への影響(3) 
  

F7 

母の孤立(3) 
  

F4, F5, F7 

考えないように
してる(4) 

  
F2, F4, F5, F6 

自責、自分のせい 
(18) 

  
F1(5), F3(3), 

F4(2), F5(3), 

F7(2), F8, F11(2) 

差別がつら
かった(4) 

  
F3(4) 

人目を避ける(3) 
  

F2, F7, F11 

本人へのネガティ
ブな気持ち(3) 

  
F7, F9, F11 

諦念(4) 
  

F7, F8, 

F9(2) 

父の態度(4) 
  

F3(2), F4, F8 

親の ACE なし(1) 
  

F11 

親の ACE あり(2) 
  

F3, F6 

メンタルの問題（33, 44.6%） 
メンタルケア（15,  20.3%） 

メンタルヘルス（74, 32.3%） 

周辺の要因 
（5, 6.8%） 

Posttraumatic 
Growth(4) 

  
F3(2), F4, F8 

成長感（4, 5.4%） 
負の影響（17, 23.0%） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 ⽀援者の対照表 

＜付録 2-2＞ 

 

ID 性別 年齢
対人援助
歴

強度行動障害のあ
る方への対応歴 Q1a) Q2b) K6_合計

K6＿カット

オフ
PCL5_合計

PCL5_合計

カットオフ
PCL5_再体験 PCL5_回避

PCL5_認知・

気分の陰性変
化

PCL5_過覚醒

C1 男性 26 5 5 （＋） （＋） 11 臨床域 33 臨床域 9 7 8 9
C2 男性 32 12 4 （＋） （＋） 0 健常域 0 健常域 0 0 0 0
C3 男性 43 21 21 （＋） （＋） 13 臨床域 35 臨床域 9 4 11 11
C4 男性 68 3 3 （－） （－） 4 健常域 0 健常域 0 0 0 0
C5 男性 44 22 15 （＋） （－） 15 臨床域 18 健常域 8 2 4 4
C6 男性 40 16 2 （＋） （＋） 2 健常域 4 健常域 0 4 0 0
C7 男性 60 38 38 （＋） （－） 3 健常域 52 臨床域 16 4 18 14
C8 女性 61 10 6 （＋） （＋） 0 健常域 1 健常域 0 0 0 1
C9 女性 57 4 4 （＋） （＋） 22 臨床域 28 健常域 5 8 11 4
C10 女性 28 10 10 （＋） （＋） 0 健常域 5 健常域 0 0 3 2
C11 男性 63 43 43 （＋） （＋） 0 健常域 2 健常域 1 0 1 0
C12 女性 50 30 30 （－） （＋） 11 臨床域 27 健常域 10 8 4 5
C13 男性 46 23 10 （＋） （－） 4 健常域 8 健常域 1 2 3 2
C14 男性 46 23 10 （＋） （－） 4 健常域 8 健常域 1 2 3 2
C15 女性 43 6 2 （＋） （－） 12 臨床域 20 健常域 6 6 4 4
a) 「あなたはトラウマについて理解していますか」と質問。「よく理解している」「やや理解している」と回答した場合「（＋）」，「あまり理解していない」「ほとんど理解していない」と回答

した場合「（－）」と表示。

b)「あなたはトラウマの引き起こす反応について知っていますか」と質問。「よく知っている」「やや知っている」と回答した場合「（＋）」，「あまり知らない」「ほとんど知らない」と回答した

場合「（－）」と表示。



 

 

 

 

 

 

 

表 家族の対照表 

ID 回答者 年齢 Q1a) Q2b) K6_合計
K6＿カット

オフ

PCL5_
合計

PCL5_合
計カット
オフ

PCL5_再
体験

PCL5_回
避

PCL5_認
知・気分
の陰性変
化

PCL5_過
覚醒

F1 母 71 （＋） （＋） 4 健常域 8 健常域 1 0 4 3

F2 母 58 （－） （－） 0 健常域 25 健常域 3 4 8 10

F3 母 62 （－） （－） 3 健常域 4 健常域 0 0 1 3

F4
両親

父：58
母：57

（＋） （＋）
18

臨床域
41

臨床域
14 4 16 7

F5
両親

父：78
母：73

（＋） （＋）
19

臨床域
27

健常域
5 5 6 11

F6
両親

父：69
母：70

（＋） （＋）
0

健常域
0

健常域
0 0 0 0

F7 母 55 （－） （＋） 7 臨床域 11 健常域 3 1 4 3

F8
両親

父：78歳
母：73歳

（＋） （＋）
7

臨床域
18

健常域
5 3 7 3

F9 母 58 （＋） （－） 1 健常域 5 健常域 2 0 2 1

F10 母 53 （＋） （－） 13 臨床域 11 健常域 2 3 3 3

F11 母 62 （＋） （－） 2 健常域 8 健常域 1 0 3 4

a) 「あなたはトラウマについて理解していますか」と質問。「よく理解している」「やや理解している」と回答した場合

「（＋）」，「あまり理解していない」「ほとんど理解していない」と回答した場合「（－）」と表示。

b)「あなたはトラウマの引き起こす反応について知っていますか」と質問。「よく知っている」「やや知っている」と回答した場合

「（＋）」，「あまり知らない」「ほとんど知らない」と回答した場合「（－）」と表示。
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厚生労働科学研究費補助金（障害者政策総合研究事業） 

 

分担研究報告書 

 

日中活動・街の環境と行動障害のガイドライン策定 

 

研究分担者 田中 義之 東京大学大学院工学系研究科附属 

キャンパス・マネジメント研究センター 特任講師 

 

研究要旨 

本研究では、障害当事者が落ち着いて生活し、地域での豊かな暮らしを実現するため、

日中活動の場や街の環境と行動障害との関連を調査し、家族や支援者、地域住民とともに

街や建築の環境を整えるうえで有効な手法を体系化することを目指す。 

令和 6 年度は、令和５年度に実施した強度行動障害のある人を支援している社会福祉法

人のうち先進的な取り組みを行っている事業所の日中活動の場の調査の分析を引き続き行

った。様々な工夫を地域や外部での活動、建築のハード面での工夫、インテリア面での工

夫に分類し、環境整備の手法を整理した。 

 

Ａ．研究目的 

日中活動の場や街の環境と行動障害の関連を明

らかにすることで、障害当事者の活動を街へと広げ、

生活の質を高めることを目指している。さらに、強

度行動障害があっても地域社会への参加を促すこ

とは、支援者や地域住民の価値観の転換につながり、

障害者支援の人材確保に寄与する可能性がある。 

本研究では、日中活動の場での構造化や建物の工

夫、街との関わり等について実践例を集めて分析し、

計画段階・運用段階における工夫を手法として体系

化した基礎的資料を作成することを目的とする。ま

た、人・物・環境のネットワークという視点から研

究成果をガイドラインにまとめることを目指す。 

 

Ｂ．研究方法 

令和6年度では、令和5年度に実施した、強度行動

障害のある人を支援するうえで先進的な取り組み

を行っている社会福祉法人の施設の見学及びイン

タビューを行い、補足のアンケート調査を加えて分

析、考察を行う。 

 

Ｃ．研究結果 

令和5年度の調査を継続し、引き続き1.地域や外

部での活動、2.建築のハード面での工夫、3.建物の

インテリア面での工夫の３つに分類して、特徴的な

活動や配慮を挙げて、整理する。 

 

Ｃ－１．地域や外部での活動 

当別町共生型コミュニティー農園ぺこぺこのはた

け（就労継続支援B型事業所） 

運営法人：社会福祉法人 ゆうゆう 

地域に開かれたレストランで、敷地内には畑やビ

ニールハウスがあり、畑で育てた野菜をレストラン

で提供している。レストランから空間的に分かれて

いる土間スペースは、利用者の休憩やカームダウン

スペースとして使用する以外にも、高齢者主催の子

ども向けイベントや料理教室などレストランから

独立した地域活動が行われており、農園をテーマに

したレストラン運営と地域活動の相乗効果が見ら

れる(写真1、図1)。 

 

Café Be（就労継続支援B型事業所） 

運営法人：社会福祉法人 北摂杉の子会 

 
写真 1 外観          図 1 敷地内配置 
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多機能型事業所の施設内のレストランが地域に

開放されている。利用者が食堂として利用している

横で地域の方がレストランとして利用しており空

間的な区分けは見られない。テーブル相互の距離が

一般的な寸法よりもゆったりと配置されているこ

とで、相互の距離感が調整されていると考えられる。

中庭を挟んで向かいにある建物には生活介護事業

事業所があり、その活動が窓越しに垣間見える(写

真2)。 

 

西洋料理店もりたろう（生活介護事業所/就労継続

支援B型事業所） 

運営法人：社会福祉法人 森と木 

長野駅と善光寺を結ぶ都市軸上にあるレストラ

ン。蔵をリノベーションしたデザイン性の高い建物

群の中に位置している。障害者支援とは無関係に、

高い商品価値と立地など、購入にとどまらない消費

活動の質の高さを確保している（写真3、図2）。 

 

フラットヴィレッジ（就労継続支援A型・B型事業所） 

運営法人：社会福祉法人 フラット 

地域の方も訪れるカフェレストラン。カフェ内の

キッズスペースでイベントを開催したり、独立した

レンタルスペースと学習スペースでは、周辺企業が

打合せに使用したり学生が集まるなど、カフェレス

トランの内外で多用な属性の人が集まる機会を創

出し、障害者支援の活動を地域に広げている（写真

4、図3）。 

 

ノオル（日中一時支援事業所） 

運営法人：社会福祉法人 千楽 

都心部にあるために、限られた面積の事業所とな

っている。そのため、長い時間滞在する場所という

よりは、移動支援等で地域活動に出ていきまた戻っ

てくるハブのような場所になっている。施設外を主

な活動場所と想定する点で都市型の場所の作り方

の一例と考えられる（写真5）。 

 

社会福祉法人 森と木 

「街なかに溶け込み施設がなくなる」という法人

の方針に沿って、商業地や住宅地などの都市計画的

な特徴を活かしながら、半径３km圏内の街なかに点

在するように各事業所を配置している（図4）。一

施設ではなく施設群の配置計画と行政の都市計画

を重ね合わせた手法と考えられる。 

 

 
写真 2 レストラン内観 
(出典：https://atcompany.jp/placebe/) 

 
写真 3 レストラン外観        図 2 周辺地図 

 
写真 4 カフェ外観     図 3 1 階平面図 

 
写真 5 事業所内観（出典：https://www.chiraku.com/ノオル） 
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Ｃ－２．建築のハード面での工夫 

ジョブサイトひむろ（生活介護事業所） 

運営法人：社会福祉法人 北摂杉の子会 

建物計画段階から、障害の重い３名の方に対して

詳細なアセスメントを行い、作業スペースと休憩ス

ペース、トイレを個別化し、個別スペースに専用の

出入口を設けるなど、感覚的視覚的刺激を軽減して

いる（写真6）。 

 

ぷれいすBe（高槻地域生活総合支援センター） 

運営法人：社会福祉法人 北摂杉の子会 

障害者複合サービス施設内にある自閉症や重度

の知的障害者が利用する生活介護事業所。作業室に

トイレやスタッフルーム、リラクゼーションルーム

など必要な場所が付属され、ユニットの中で一連の

支援活動が行えるよう計画されている（図5）。 

 

LOCAL STATION FLAT 

運営法人：社会福祉法人 南高愛隣会 

スタッフ更衣室だった部屋を、出入口が近く外部

との繋がりが良いということで、利用者の部屋に変

更されている。環境と利用者の組合せから柔軟に利

用方法を変えた事例と考えられる（写真7、図6）。 

 

Ｃ－３．インテリア的な工夫 

ライフサポートはる（生活介護事業所） 

運営法人：社会福祉法人 はる 

パーティションで

区切られた個人スペ

ースに、さらに一人用

のテントを張ってカ

ームダウンスペース

を確保している。支援

者の解像度の高い観

察から生まれた工夫

である（写真8）。 

 

生活介護事業所にょきにょき（生活介護事業所） 

運営法人：社会福祉法人 ゆうゆう 

廃校になった中学校を生活介護事業所として使

っている。もともと音楽室だったところを防音性能

を利用してカームダウンスペースとしたり、体育館

を体を動かす場所として利用するなど、改修前後で

 
図 4 法人の事業所配置 

 
写真 6 個別スペースの専用出入口 

 
図 5 完結しているユニット 

 
写真 7 利用者の部屋と出入口 図 6 平面図 

 
写真 8 一人用テント 
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ゆるやかな連携が見ら

れる。さらに、手仕事に

優れた「用務員」と呼ば

れるスタッフが仮設の

間仕切り壁を適宜設置

することでスペースの

最終調整が行われてい

る。既存の環境を活用

しつつ自身の手で調整

して利用している事例

である（写真9）。 

 

LIVE studio Café Beans（ライブハウス） 

運営法人：社会福祉法人 森と木 

 多機能事業所の２階の休憩スペースをライブハ

ウスとして利用してい

る。支援者で音楽好き

の方や演劇をされる方

がいたことがきっかけ

で、楽器などが持ち込

まれている。支援者の

趣味だからこそ、ここ

でしか実現できない場

所が生まれていると考

えられる（写真10）。 

 

Ｄ．考察 

調査結果より、地域との関係、建築的な工夫、イ

ンテリア的な工夫のいずれも予め計画されたもの

と場の状況から生まれたものがあると考えられる。

事業所の計画時に様々なことを想定するものの、

日々の活動の中で課題が生まれ、その課題に対して

利用者や支援者、家族や地域住民、立地環境などの

資源を組み合わせて対応している（図7）。 

しかし、利用者や環境は変わり続けるため完全な

対応というのは不可能であり必ず新な課題が生ま

れてくる。その際に、身近な資源を見直し、それら

を組み合わせた工夫を検討するという循環が重要

であり、本来の構造化のあり方であろう（図8）。 

循環を可能にする工夫について、アンケート結果も

加えながら、地域や外部での活動と建築的工夫の２

つに分けて考察する。 

 

D-１．地域や外部での活動 

アンケートからは、地域や外部で活動をする際に

大切にしている点として、施設内でのイベントを行

うこと、地域のイベントに参加すること、施設外に

出ることを意識しているなど、地域に活動を知って

もらうということを重視する回答が多く見られた。 

日々の活動の中には、ハレ（イベント）とケ（日

常）があるが、イベント活動は一過性のものである

ため、施設内での日常の活動を地域に開くことが継

続的に支援活動を知ってもらうために重要であり、

そのために地域住民が集まりやすくするための工

夫が必要である。 

対象事例から、

土足のまま直接ア

クセス可能で、ま

た玄関を通らない

場所とすることで

アクセシビリティ

を高めている。ま

た、決まった用途

がなく、事業活動から分離できる余白・余分のある

空間であることで広い目的で使用可能となり多く

の人の利用可能性を高めている。この余白と事業の

活動場所に見る／見られるの関係があることで地

域住民が日常の支援活動を知る機会を増やしてい

ると考えられる（図9）。さらに、地域の固有性を活

かした活動を余白で開催することで、地域との連携

を強めることが効果的であると思われる。 

 

D-２．建築的工夫 

アンケートでは、個別のアセスメントが重要であ

 
図 7 場の状況から生まれた工夫 

 
図 8 新たな課題に対する工夫 

 
図 9 地域との関係 

 
写真 9 仮設の間仕切り壁 

 
写真 10 ライブハウス 
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るという回答が多くあった。ただし、「支援のあり

方は模索的で、構造化はあくまでもスタートライン

である」といった回答に見られるように、利用者本

人のライフステージの変化や、事業所内の利用者の

入れ替わりを考慮すると、予めの計画には限界があ

る。そのため、改装を前提としている（低コストの

サッシを採用したり、網戸を入れるなど）と回答す

る事業所も見られた。 

アセスメントについては、光や音などの刺激に関

するものだけでなく、空間の大きさや色、素材の質

感などより広く環境面も含めたアセスメントが有

効だと思われる。 

この利用者ごとに求められる環境面の特性に対

して、個室や壁で囲まれた個別スペースに分けて環

境を調整することも部分的には必要であるが、地域

共生モデルでは利用者同士や利用者と支援者が同

じ空間で活動を行うことが必要であろう。そのため

には適度に光が入り、通風が確保され、快適な温湿

度であるといった基礎的な快適性を前提としたう

えで、一室空間内で均質な環境を目指すのではなく、

むしろ様々な光、音、温湿度の環境があることが、

環境を選び取るという観点から望ましいと思われ

る。 

そして利用者の個性にあわせて環境をつくり、ま

た利用者の変化に応じて環境を調整するという循

環を考慮すると、建築の計画として従来の機能性・

構造、耐久性・美しさとコストの比較だけではなく、

自前で手入れし続けられることが重要となる。自前

で施工する範囲を決めて、たとえば、建材として木

や布、紙等を用いることや、屋外で環境をつくるア

ウトドア製品を用いること、また、手入れし続ける

ことを前提として完

全ではない施工精度

を許容することで、

活動の中で生まれる

課題に対し時間をか

けずに自前で対応

し、都度効果を検証

しながら環境を調整する動的な応答が可能になる。

（図10）。 

また、建物単体だけでなく都市的な配置計画でも、

異なる用途の地域に複数の規模の建物を配置する

ことで、ライフステージの変化に対し利用者が環境

に合わせるのではなく、利用者が自分に合った環境

に移動することも有効であると思われる（図11）。 

 

Ｅ．結論 

先進的な取り組みを行っている事業所の日中活

動の場の現地見学とヒアリング、追加のアンケート

調査から、地域連携のための余白と利用者の変化に

動的に応答する計画段階・運用段階での建築的工夫

の有効性について考察した。 

今後は、地域共生の場である街との接点において、

地域共生を促し個人差を許容する街の環境につい

て、人・物・環境のネットワークという視点から関

係性を明らかにし、研修成果をガイドラインにまと

める。 

 

Ｆ．健康危険情報 

なし 

 

Ｇ．研究発表 

 

１．論文発表 

なし 

 

２．学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

（予定を含む） 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

なし

 
図 11 利用者に合った環境への移動 

 
図 10 自前による手入れ 
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令和７年５月２７日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                         
                              機関名 植草学園大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 中澤 潤           
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  強度行動障害のある人の豊かな地域生活を実現する「地域共生モデル」の理論の    

                  構築と重層的な支援手法の開発のための研究（ ２３ＧＣ１００７ ）        

３．研究者名  （所属部署・職名）    発達教育学部 副学長 教授                           

    （氏名・フリガナ）    野澤 和弘 （ノザワ カズヒロ）                              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 植草学園大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 



令和７年 ５月１４日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                         
                              機関名 福島学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 遠藤 克弥         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  強度行動障害のある人の豊かな地域生活を実現する「地域共生モデル」の理論の   

                  構築と重層的な支援手法の開発のための研究（ ２３ＧＣ１００７ ）        

３．研究者名  （所属部署・職名）    福祉学部 教授                           

    （氏名・フリガナ）    内山 登紀夫 （ウチヤマ トキオ）                              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 植草学園大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 
研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 
当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ■（無の場合はその理由：規程整備中            ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ■（無の場合は委託先機関：植草学園大学          ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
 



令和 7 年 5 月 7 日 
 

厚生労働大臣  殿 
                                                                             
                              機関名  岩手医科大学 

 
                      所属研究機関長 職 名   学長 
                                                                                      
                              氏 名  小笠原 邦昭         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１．研究事業名   障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名   強度行動障害のある人の豊かな地域生活を実現する「地域共生モデル」の理論       

 の構築と重層的な支援手法の開発のための研究                  

３．研究者名  （所属部署・職名） 医学部・教授                        

    （氏名・フリガナ） 八木 淳子・ヤギ ジュンコ                                 

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫

理指針（※3） 
 ■   □ ■ 岩手医科大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実

験等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



 
令和７年５月２０日 

厚生労働大臣 殿                                                                              
                         
                              機関名 国立大学法人東京大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 藤井 輝夫      
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 

１．研究事業名    障害者政策総合研究事業                            

２．研究課題名  強度行動障害のある人の豊かな地域生活を実現する「地域共生モデル」の理論の   

                 構築と重層的な支援手法の開発のための研究（ ２３ＧＣ１００７ ）        

３．研究者名  （所属部署・職名）工学系研究科附属キャンパス・マネジメント研究センター 特任講師                           

    （氏名・フリガナ）    田中 義之 （タナカ ヨシユキ）                              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 植草学園大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 

（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対
象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 ■ 無 □（無の場合は委託先機関：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                  ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 

 



令和７年 ５月１４日 
厚生労働大臣 殿                                                                              

                         
                              機関名 福島学院大学 

 
                      所属研究機関長 職 名 学長 
                                                                                      
                              氏 名 遠藤 克弥         
 

   次の職員の令和６年度厚生労働科学研究費の調査研究における、倫理審査状況及び利益相反等の管理につい

ては以下のとおりです。 
１．研究事業名  障害者政策総合研究事業                             

２．研究課題名  強度行動障害のある人の豊かな地域生活を実現する「地域共生モデル」の理論の   

                  構築と重層的な支援手法の開発のための研究（ ２３ＧＣ１００７ ）        

３．研究者名  （所属部署・職名）    特任講師                           

    （氏名・フリガナ）    鈴木 さとみ （スズキ サトミ）                              

４．倫理審査の状況 

  
該当性の有無  

有  無 

左記で該当がある場合のみ記入（※1） 

審査済み   審査した機関 未審査（※2） 

人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理

指針（※3） 
 ■   □ ■ 植草学園大学 □ 

遺伝子治療等臨床研究に関する指針  □   ■ □  □ 

厚生労働省の所管する実施機関における動物実験

等の実施に関する基本指針 
 □   ■ □  □ 

その他、該当する倫理指針があれば記入すること 

（指針の名称：                   ） 
 □   ■ □  □ 

（※1）当該研究者が当該研究を実施するに当たり遵守すべき倫理指針に関する倫理委員会の審査が済んでいる場合は、「審査済み」にチェッ
クし一部若しくは全部の審査が完了していない場合は、「未審査」にチェックすること。 

その他（特記事項） 
                                                 
（※2）未審査に場合は、その理由を記載すること。 
（※3）廃止前の「疫学研究に関する倫理指針」、「臨床研究に関する倫理指針」、「ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針」、「人を対

象とする医学系研究に関する倫理指針」に準拠する場合は、当該項目に記入すること。 

５．厚生労働分野の研究活動における不正行為への対応について 

研究倫理教育の受講状況 受講 ■   未受講 □ 

６．利益相反の管理 

当研究機関におけるＣＯＩの管理に関する規定の策定 有 □ 無 ■（無の場合はその理由：規程整備中            ） 

当研究機関におけるＣＯＩ委員会設置の有無 有 □ 無 ■（無の場合は委託先機関：植草学園大学          ） 

当研究に係るＣＯＩについての報告・審査の有無 有 ■ 無 □（無の場合はその理由：                 ） 

当研究に係るＣＯＩについての指導・管理の有無 有 □ 無 ■（有の場合はその内容：                 ） 

（留意事項） ・該当する□にチェックを入れること。 
                   ・分担研究者の所属する機関の長も作成すること。 
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